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4-2　湾岸生物教育研究センターにおける教員研修

海洋教育モデル校教員研修
館山市教員野外生物観察研修

日時：平成27年７月24日
場所：館山市沖ノ島（千葉県館山市）
参加者：館山市立西岬小学校教諭　６名
　干潮時の磯の生物の観察研修を行いました。児童生徒を引率した際に、適切な指導がで
きるように、各種動物や海藻の生息状況や観察のポイント、分類学的な位置づけなどにつ
いて実習しました。
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海洋教育促進プログラムによる
「海からの贈り物」教材活用のための教員研修

日時：平成27年12月26日（土）13時～27日（日）12時
場所：お茶の水女子大学湾岸生物教育研究センター（千葉県館山市）
スケジュール：
12月26日（土）13時30分集合
　13：40～17：30
　　　ウニの発生（受精とポケット飼育について）
　18：00～19：00　　　　夕食・休憩
　20：00～
　　　自主観察（ウニの発生過程、ウミホタル採集、海岸生物観察）

12月27日（日）
　　８：00～　　　朝食
　　９：00～12：00
　　　ウミホタルの生物学
　12：00　解散

参加者：11校から教員13名
（川根本町立中川根中学校、東京都立山崎高等学校、埼玉県立川越女子高校、東京都
立江北高等学校、トキワ松学園中学校高等学校、宮城県仙台一高等学校、埼玉県立上
尾高等学校、埼玉県立大宮光陵高校、埼玉県立蕨高等学校、埼玉県立熊谷西高等学校、
江戸川学園取手高等学校）

研修内容：
ウニの発生（受精とポケット飼育について）
　１月から開始する「海からの贈り物（ウニ）」の活用方法について、実際に成体のウニ
から採卵、採精を行い、顕微鏡を用いて未受精卵や受精卵、精子の観察を行いました。そ
の際、受精についての講義を行うだけでなく、授業において生徒がよくやりそうな失敗や、
観察する際の注意や技術を講義しました。また、幼生飼育コースにおける実験器具の使用
方法や、幼生飼育におけるノウハウを解説しました。

　ウニの発生を利用した実験の展開として、発生における転写と翻訳の役割についての阻
害剤を使った実習を行いました。発生が同調して進行する特徴をいかした実験で、転写を
阻害しても卵に蓄えられたRNAを使って卵割からふ化までの発生が進行すること、周期
的なタンパク質合成に卵割は依存しているので翻訳阻害によって発生は停止することを自
分の目で確かめることができました。
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ウミホタルの生物学
　研修二日目は、児童生徒の興味を引きつける海産生物として、ウミホタルを紹介しまし
た。それに先立ち、前夜に付近の漁港で採集を行いました。冬期は採集が難しくなるので
すが、暖冬の影響のためか、年末でもある程度のまとまった量を採集することができまし
た。研修では、この動物の分類、分布、形態、発生について、この海域での調査結果もふ
まえて解説しました。この動物が含まれる貝形虫（介形虫）は、種類は多いですが発光種
はかぎられており、淡水でも普通に見られ、化石も多産し古生物の分野で研究が進んでい
ます。研修参加者は、電気刺激による発光や、明所を嫌い暗所に集まる性質（負の走光性）
について、実験装置の組み方から現象の観察までを行いました。採集したウミホタルは一
部の学校での教材研究や授業等に持ち帰って活用されました。
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4-3　モデル校における教員研修
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　これまで本事業では海洋教育の普及に向けて、①独自教材（「海の贈り物」）の開発と配
布、②教科書教材における海洋に関わる内容の分析研究、③学校における海洋科の試行や
海洋教育モデル校における実践研究を通したカリキュラム開発を着実に進めてきた。特
に、日本が海洋国家であるという点において、国土のどの場所においても海洋教育の重要
性が問われるという前提のもと、学校が湾岸地域に存在するか否かに関わらず取り組むこ
との出来る実践の在り方を追究している。
　今年度、海洋教育モデル校である東京都北区の東十条小学校、滝野川小学校、王子桜中
学校が文部科学省から教育課程特例校として指定を受け、同時に北区教育委員会から海洋
教育研究指定校を委嘱され、教科「海育科」として海洋教育の実施を開始したことは大き
な成果の一つである。また、館山市立西岬小学校において、海洋教育の６年間のカリキュ
ラムを開発したことも重要な成果である。西岬小学校では海育科という一教科としての展
開としてではなく、６年間の全教育課程の中に海洋教育を意識した単元を一学年のいずれ
かの教科または領域で必ず展開するという形でカリキュラムを作成した。ここには新教科
としての成立は学校を取り巻く諸条件から困難な場合でも、既存の教科や領域の中を見直
し年間を通して位置づけることは十分可能であることが示されている。西岬小学校は湾岸
地域にあり、学校が地域に根ざした実践を要されるという背景は実践の展開にとって推進
要因ではある。しかし、日本のすべての湾岸地域に存在している学校がカリキュラム化し
てまで熱心に海洋教育に取り組んでいるとも必ずしも言えないだろう。むしろ、海が当た
り前の生活環境であることにより、教師も子どもも海について「知ったつもり」になって
しまい、教育的に深く追究することへの妨げになっている状況も想定される。湾岸地域に
ある学校こそ海洋教育に意識的に取り組む必要があることを、西岬小学校や、館山市の海
洋教育モデル校（館山市立第二中学校、千葉県立安房高等学校）の実践は示している。中
学校や高校の各教科の授業では、「知っていたこと」に加え、授業を通して新しい知識や
技術について学習を深めている。授業実施後、海洋教育という視点から、授業内容への課
題を的確に把握されている点も注目される。中学校と高校では既存の教科教材の実践であ
るが故、見いだされた課題をさらに検討し、地域性を問わず汎用性をもった授業の在り方
のモデルとなることを期待したい。
　ところで、次期学習指導要領の改訂に向けて、既に文部科学省から様々な方針が示され
ているが、中でも初等教育科から高等教育の全学校種を通して注目されているのがアク
ティブ・ラーニングの視点に基づく実践の導入であろう。アクティブ・ラーニングの導入
は、とかく座学、あるいは知識獲得型の授業形態に陥りがちな大学や高校での導入から議

海洋教育とアクティブ・ラーニング

冨士原紀絵
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論が始まっているものの、現在では小学校や中学校にも共通する方針として理解されてい
る。
　その説明として、中央教育審議会（2014）『初等中等教育における教育課程の基準等の
在り方について（諮問）』によれば、「新しい時代に必要となる資質・能力の育成に関連し
て、（中略）ある事柄に関する知識の伝達だけに偏らず、学ぶことと社会とのつながりを
より意識した教育を行い、子供たちがそうした教育のプロセスを通じて、基礎的な知識・
技能を習得するとともに、実社会や実生活の中でそれらを活用しながら、自ら課題を発見
し、その解決に向けて主体的・協働的に探究し、学びの成果等を表現し、更に実践に生か
していけるようにすることが重要であるという視点です。そのために必要な力を子供たち
に育むためには、「何を教えるか」という知識の質や量の改善はもちろんのこと、「どのよ
うに学ぶか」という、学びの質や深まりを重視することが必要であり、課題の発見と解決
に向けて主体的・協働的に学ぶ学習（いわゆる「アクティブ・ラーニング」）や、そのた
めの指導の方法等を充実させていく必要があります」と述べられている。アクティブ・
ラーニングの特徴を簡潔に抜き出せば、「課題の発見と解決に向けて主体的・協働的に学
ぶ学習」となる。ここで、「－」で線を引いた部分と「～」線を引いた部分に注目したい。
　本事業がこれまで主として取り組んできたのは、「－」で引いた部分の取り組みであり、
海洋教育としての実態を備えた質の高い教育内容の開発が中心であった。それは従来、海
洋教育が実践を規定する諸条件に明示的に位置づけられていないことに起因している。そ
こで、その位置づけを明確にするための取り組みを積極的に推進してはきたものの、単に
教育課程上に海洋教育の量的拡大を図ろうとしていたのでは無い。
　アクティブ・ラーニングの方向性が明示されたことにより、今後は本事業でも、教育内
容のみならず、教育方法上の改革にも着手しなければならない。これまでの本事業の取り
組みは、おしなべて観察や実験、実技、表現活動を種とした「体験（的）学習」といえる
性格を備えており、この点でアクティブ・ラーニングによって示されている方向性の一部
は、実際には意識せずとも展開している。
　ただし、多くの取り組みが教師や講師による一斉授業と、子ども個人による実験や観察
といった活動、その成果の発表という授業形式になっている。個人の「主体的」な学習活
動という性格は備えているものの、「協働的」な学習が展開されているとは言い難い。協
働的であるということは、単に「一緒に」実験や観察を行うという行為に留まらない。課
題の発見や解決を共に行い、成果を共有し合うという性格を有していることが必要であ
る。児童生徒が解決したい課題を発見し、解決に向けて共に思考し、実行し、成果を言語
化して共有し自身の今後の糧にするという「学び合い」のプロセスが要求されるのである。
　海育科の実践を行っている東京都北区の小学校では、この協働で学ぶという点に意識的
に踏み込んだ授業を展開している。授業を「課題解決型」として、しかも子どもたちが「学
び合って解決する」ことを研究課題に掲げ、取り組んでいる。課題の発見という点では、
「調べたいこと」あるいは「作りたいもの」の決定を子どもに委ねている実践と、課題は
教師が示している実践があり、必ずしも子どもの興味や関心を起点にしているとも限らな
い。課題の解決の方法（実験方法）を教師が示している実践もある。しかし、課題発見や
解決の方法を教師が示していると言うだけで、アクティブ・ラーニングではない、とも言
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い切れないだろう。教師が示した課題であっても、その課題を確実に思考レベルで内面化
すれば、課題の解決はむしろ子どもが主体的に進めて行くことに繋がるのではないか。ま
た、課題の解決法を子ども任せにすることで、課題の性質によっては適切な答えを導き出
せず学習に困難を来す可能性もあるだろう。アクティブ・ラーニングを海洋教育で如何に
展開して行くのかは、これまでの実践研究の蓄積の上で、学校で授業を通して追究してゆ
かねばならない本事業の課題の一つになったという段階である。
　海はどこまでも広く深く、本事業でまだ取り組んでいない多くの課題が埋もれているこ
とだろう。この埋もれている課題に子ども自身が光を当てることができれば好ましいには
違いないが、そのためには学校教育段階で基礎的な情報や探究の手段を持つことも欠かせ
ない。このバランスを研究者と学校現場とでまさに「協働」で探究して行かねばならない。
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